
高等学校等就学支援金 手続区分判定チャート

インターネット上で
手続きする

マイナンバーカードを
持っている

マイナンバーカードを使用し、
マイナポータルから所得情報を

取得して提出

申請書を記入し、課税標準額及び
市町村民税の調整控除額が記載さ
れている課税証明書を添付して学
校あて提出

マイナンバー（個人番号）を
e-shienシステムに入力して

認定審査機関が所得情報を取得

する

持っている

しない

持っていない

A

D

B

スタート

該当する矢印に沿って進み、手続区分を確認してください。各区分ごとの必要手続は次のページです。

マイナンバーを確認できる
書類を提出する

申請書・個人番号提供書を記入し
マイナンバーカードの写し、また
は個人番号記載の住民票を添付し
て学校あて提出

C

する

しない

別紙１

マイナンバーカードを持っている方は
ＡまたはＢのどちらを選んでも構いません。


